
プラスチックの分別方法 
 
 ごみ等の中には、プラスチックでできたものが数多くあります。リサイクルできるものはできる

だけ再資源化するため、皆様の分別へのご協力をお願いします。 
 
 プラスチックごみ等    ごみ等の状態や           分別の区分 
                    区分の例 
                 食品等で汚れていないもの 
                （軽く洗って汚れが落ちるも        
 食品や製品が入っていた     のは、洗って出してください）      
   袋やラップ、包装類                   
                                        資源―  
 食品や製品が入っていた                            容器包装 
 容器やカップ類、ボトル                            プラスチック 
    類、キャップ類                                      
                                         
（                                         
  マークがついたもの） 
      
                 食品等の汚れが残ったもの                            
                （軽く洗っただけでは                          
                  汚れを落とすことができないもの）    
              ・汚れのとれないケチャップや 
                 からしのチューブなど 
              ・汚れやにおいのとれない                    
                 液体調味料の入った容器など            
              ・汚れやにおいのとれない               
                  袋やラップ類                燃やすごみ 
              ・汚れやにおいのとれない               （焼却します）  
                レトルトパックや納豆の容器など       

          
 
 
  ペットボトル 
                                    
 PETマークが                                  資源 
 ついたボトル                                  ペットボトル 
                                        （リサイクルします） 
                                         
  プラスチックでできた日用品や道具、文房具、おもちゃなど            
                                         埋立ごみ 
                                         （埋立します） 
                                          
  プラスチックでできた製品で、１８Lポリタンクよりも大きなもの 
           および家電リサイクル対象品を除く電化製品          粗大ごみ 
                                         （破砕します） 
 
 
※家電リサイクル対象品･･･テレビ（ブラウン管式）、エアコン、洗濯機、冷蔵庫（冷凍庫含む）、パソコン 
（平成 21年 4月 1日からは衣類乾燥機、液晶プラズマ型テレビが新たに対象品目になります。）   
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